
■土地相続の辞め方■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 231号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. 今週のトピックス：トーコーキッチンに行こう 

 

今週早めにメルマガを発行したのは、このお誘いをするためです。 

 

トーコーキッチンは、不動産管理会社の東邦住宅社が自社で管理している物件入居者とそのオーナーと一緒に行

けば、入ることができる食堂です。 

この食堂の魅力が、東邦住宅社の管理物件の魅力となるだけにとどまらず、淵野辺に暮らす魅力にもなっていま

す。 

今回久しぶりにトーコーキッチンにお邪魔して、池田社長のプレゼンを堪能します。 

https://www.fuchinobe-chintai.jp/toko_kitchen.html 

あと若干名参加可能ですので、早い者勝ち。 

まちづくりビジネスを学びたいひとにお勧めですよ！！ 

 

日時：10/8火曜日 11時 現地集合。 

場所：トーコーキッチン  

   神奈川県相模原市中央区淵野辺 3-6-5 淵野辺駅 北口から徒歩 2分 

興味のある人、このメールに返信してください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：土地相続の辞め方 

 

先日僕は、遺言の説明会に参加した。 



自宅で料亭を営む Sさんには息子と娘がいるのだが、料亭を立ち上げた妻が 6年前に亡くなった後は、息子の妻

が料亭の運営を引き継いでくれた。 

だが、年を取るにつれ Sさんはこの料亭の将来に不安を感じるようになってきた。 

あくまで法定相続人は、血縁のある息子と娘であり、大切な息子の妻の取り分はない。 

そこで、息子の妻を養女に迎え、相続の取り分を確保したのだが、料亭の継続のためには相続税の心配以前に土

地の分割を食い止めなければならない。 

そこで S さんは、日本土地資源協会(以下協会という)への包括遺贈を決意し、親族を集めて協力を要請すること

にした。 

・ 

遺贈（いぞう）とは、遺言により相続人以外の個人や法人に財産を無償で譲ること。 

遺贈には財産を特定して遺贈する「特定遺贈」と、財産全部または一部を割合だけを定めて遺贈する「包括遺贈」

の 2種類がある。 

S さんの場合は、全財産を協会に包括遺贈する旨の遺言書を作成することにしたので、3 人の相続人に対する相

続は辞めたことになる。 

さらに言えば、法定相続人には法律が定めた「遺留分」という権利があり、たとえ Sさんが包括遺贈を求めても

子供たちは遺留分を求める権利がある。 

これに対し、あらかじめ協会は「すべての相続人の合意が無ければ包括遺贈を放棄する」と宣言した。 

そこで、この説明会の目的は、Sさんが自分の願いを子供たちに説明し、料亭の存続と包括遺贈に対する合意を

作ることだった。 

・ 

息子とその妻は、もともとこの案に賛同していたので、心配は嫁いで家を出ている娘だけだった。 

さらにその日は、Sさんの妻の七回忌の法要で、妹家族のほか息子の前妻家族も参加していた。 

だが、誰もが Sさんの思いを快く受け止めて、「何よりも実家が存続してくれてうれしい」と賛同してくれた。 

実を言うと、Sさんには過去に作った借財がまだ残っていて、この料亭の存続は容易とは言い難い。 

でも、事業の存続・継承とは、そういうものだと僕は思う。 

だから、家族の皆さんの賛同は、Sさんにとってはもちろんのこと、これから料亭の経営再建に協力する僕にと

っても、何よりの励みとなった。 

・ 

遺贈によって土地所有を法人化し、永続的な土地利用に取り組む事業としては、僕にとって Sさんの料亭が笑恵

館に続く 2件目の事例となった。 

そもそも今から 7 年前、相続による土地分割を望まない土地オーナー(田名さん)との出会いから、僕は相続制度

の弊害に気づき、土地継承に関する「相続以外の選択肢」を模索し続けてきた。 

はじめは公益法人を目指したり、土地所有者に地域社会への貢献を呼び掛けたりしてみたが、なぜか違和感のよ

うなものを払しょくできず、事業に本腰が入らなかった。 

だが、そのおかげで、僕が一番大切に思うことは「自発性」ということに気が付いた。 

たとえどんなに時間がかかる遠回りでも、「自分の意思でやる人」と出会わなければ僕の目指す「永続」は叶わな

いと思う。 

・ 

というわけで、僕は引き続き「土地相続の辞め方」について、語り続けることにした。 

今、多くの土地所有者が、土地相続に伴う土地分割や売却を、運命のように諦め、受け入れている。 

だが、それ以上に「相続したくない」、そして「相続できない」という人が増えている気がする。 

土地を引き継ぐ人に相続税の負担をさせたくない。 



土地を引き継ぐ気の無い人に土地を相続したくない。 

土地を引き継いでもらいたいのに相続させる人がいない。 

そんな人たちに僕は言いたい。 

相続の辞め方・教えますよ！ 

 

http://land-resource.org/20191004/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）10/07 〇10-18時 面談可（笑恵館） 

（火）10/08 ◎作業日 14-18時面談可（渋谷） 

   11時 ★トーコーキッチン訪問（淵野辺） 

（水）10/09 ◎作業日 午後面談可（笑恵館） 

（木）10/10 〇13-16時 面談可（笑恵館） 

16-17時★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

17-19時★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）10/11 ◎作業日 終日面談可（青葉台） 

19-21時★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）10/12 〇13-18時 面談可（青葉台） 

10-12時 ★地主の学校⑨ 地主業の内容 

（日）10/13 ◎休業日 終日面談可（青葉台） 

 

■その後のイベント 

10/17 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

10/19 ★地主の学校⑩・まつむら塾（笑恵館） 

10/24 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

10/27 ★名栗の森オーナーシップクラブ１０月例会（名栗） 

11/02 ★地主の学校_21・まつむら塾（笑恵館） 

11/03 ★起業カフェ＠駒澤大学文化祭 

11/09 ★地主の学校_22・まつむら塾（笑恵館） 

11/08 ★カプラー起業交流会（三茶） 

11/14 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

11/14 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

11/16 ★地主の学校_23・まつむら塾（笑恵館） 

 



松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


